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職務のため出席したものの職氏名 
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（第２号）について） 

 日程第１７ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 
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ついて 
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午前１０時００分 開会 

○議長（笠井安之君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 開会に先立ちまして、全国市議会議長会並びに四国市議会議長会から表彰を受けられま

した議員の皆様に対しまして、表彰状の伝達を行います。 

 事務局長がお名前を申し上げますので、演台までお越しくださいますようお願いいたし

ます。 

○議会事務局長（相原繁喜君） それでは、全国市議会議長会被表彰者のお名前を申し上

げます。 

 特別表彰、３０年以上議員として三浦三一議員、一般表彰、１５年以上議員として樫原

伸議員が表彰されました。 

 どうぞ演台の前までお越しください。 

○議長（笠井安之君） 表彰状。阿波市、三浦三一殿。あなたは市議会議員として３０年

の長きにわたって市政の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがありますので、第

１０１回定期総会に当たり、本会表彰規程によって特別表彰をいたします。令和７年５月

２０日、全国市議会議長会会長丸子善弘。（拍手） 

 表彰状。阿波市、樫原伸殿。あなたは市議会議員として１５年、市政の振興に努めら

れ、その功績は著しいものがありますので、第１０１回定期総会に当たり、本会表彰規程

によって表彰いたします。令和７年５月２０日、全国市議会議長会会長丸子善弘。（拍

手） 

○議会事務局長（相原繁喜君） それでは、席にお戻りください。 

 次に、産業経済委員会委員としての功績に対し、笠井安之議長に感謝状が贈呈されまし

た。 

 どうぞ演台の前にお願いいたします。 

 感謝状の伝達を北上副議長よりお願いいたします。 

○副議長（北上正弘君） 感謝状。阿波市、笠井安之殿。あなたは全国市議会議長会産業

経済委員会委員として会務運営の重責に当たられ、本会の使命達成に尽くされた功績は誠

に顕著なものでありますので、第１０１回定期総会に当たり、深甚な感謝の意を表しま

す。令和７年５月２０日、全国市議会議長会会長丸子善弘。（拍手） 

○議会事務局長（相原繁喜君） それでは、席にお戻りください。 
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 続きまして、四国市議会議長会被表彰者のお名前を申し上げます。 

 特別表彰、２８年以上議員として原田定信議員、２４年以上議員として阿部雅志議員が

表彰されました。 

 どうぞ演台の前までお越しください。 

○議長（笠井安之君） 表彰状。阿波市、原田定信殿。あなたは市議会議員在職２８年の

長きにわたってよく市政の発展に尽くされ、その功績は特に顕著なものがあるので、ここ

に本会表彰規程により特別表彰として表彰します。令和７年４月２３日、四国市議会議長

会会長、徳島市議会議長黒田達哉。（拍手） 

 表彰状。阿波市、阿部雅志殿。あなたは市議会議員在職２４年の長きにわたってよく市

政の発展に尽くされ、その功績は特に顕著なものがあるので、ここに本会表彰規程により

特別表彰として表彰いたします。令和７年４月２３日、四国市議会議長会会長、徳島市議

会議長黒田達哉。（拍手） 

○議会事務局長（相原繁喜君） それでは、席にお戻りください。 

○議長（笠井安之君） 今回表彰されました議員の皆様の長年の活動に対しまして深甚な

る敬意を表しますとともに心よりお祝いを申し上げます。今後とも健康に留意され、市政

発展のため、ますますご活躍されますことをご期待申し上げます。 

 以上で表彰状の伝達を終わります。 

 ただいまから令和７年第２回阿波市議会定例会を開きます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 お手元に配付しております資料をご覧ください。 

 まず初めに、議員研修についてご報告申し上げます。 

 ３月５日に阿波市役所において阿波市議会議員研修会を開催し、阿波市顧問中村健氏の

「阿波市議会＆議員の役割」と題した講演を拝聴いたしました。 

 次に、議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 ４月１１日に美馬市において第１７０回徳島県市議会議長会定期総会が開催され、正副

議長が出席いたしました。 

 総会では、令和６年度の会計収支決算を承認するとともに、令和７年度の予算並びに四

国市議会議長会定期総会への提出議題を協議し、原案のとおり決定いたしました。 

 ４月１５日に徳島市において徳島県議会、市議会議長会、町村議会議長会連絡調整会議
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が開催され、議長が出席いたしました。 

 ４月２３日に徳島市において第８７回四国市議会議長会定期総会が開催され、正副議長

が出席いたしました。 

 また、５月２０日に東京国際フォーラムにおいて第１０１回全国市議会議長会定期総会

が開催され、議長が出席しました。 

 続いて、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 ３月２７日に中央広域環境施設組合議会、３月２８日に徳島中央広域連合議会、阿北特

別養護老人ホーム組合議会、阿北火葬場管理組合議会、阿北環境整備組合議会に、関係議

員とともに出席をいたしました。 

 続いて、その他といたしまして、３月５日に一条放課後児童クラブ落成式、７日に中学

校卒業式、９日に第２０回阿波シティマラソン大会、１４日に小学校卒業式、４月９日に

小・中学校入学式、１８日に阿波市消費者協会総会、２６日に阿波市市制２０周年記念式

典、５月２日に阿波市地域公共交通活性化協議会、７日に四国土砂防災ネットワーク議員

連盟役員会、９日に阿波市婦人団体連合会総会、１１日に阿波市文化協会総会、１９日に

阿波市防犯協会総会、２２日に阿波市商工会通常総代会、２４日に美馬市市制２０周年記

念式典、２９日に阿波市青少年育成センター運営委員会、３０日に阿波市観光協会総会、

３１日に阿波市戦没者追悼式が開催され、関係議員とともに出席いたしました。 

 次に、監査委員から、令和７年１月から４月分の例月現金出納検査及び監査結果報告書

が議長宛てに提出されています。 

 以上の件の詳細については、関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり、議案等の提出通知がありましたので、ご報告し

ておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（笠井安之君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１９番原田定信君、２０番三浦三
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一君の両名を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（笠井安之君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、５月２６日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 木村松雄議会運営委員長。 

○議会運営委員長（木村松雄君） おはようございます。 

 議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上げます。 

 令和７年第２回阿波市議会定例会の運営協議のため、５月２６日午前１０時から委員会

室において、正副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、政策監、理事ほか担当

職員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日６月２日から

６月２５日までの２４日間に決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付してあります日割り表のとおり、本日は諸般の報告、行

政報告、提出議案の説明を予定いたしております。 

 ６月１２日の本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定して

おり、６月１３日午前１０時に開会し一般質問、６月１６日午前１０時に開会し一般質

問、その後、議案に対しての質疑、各委員会へ付託を予定しております。 

 次に、６月１８日午前１０時から総務常任委員会、６月１９日午前１０時から文教厚生

常任委員会、６月２０日午前１０時から産業建設常任委員会を予定しております。 

 次に、６月２５日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定しております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締切りは、明日６月３日の正午となっており

ます。円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願いいた

しまして、報告といたします。 

 以上でございます。 

○議長（笠井安之君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から６月２５日までの２４日間とすることにご異議あ

りませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、会期を本日から６月２５日まで

の２４日間と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（笠井安之君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 議長、ここで小休をお願いします。 

○議長（笠井安之君） 小休いたします。 

午前１０時１５分 休憩 

午前１０時１７分 再開 

○議長（笠井安之君） 小休前に引き続き会議を開きます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） それではまた、改めておはようございます。 

 本日は、令和７年第２回阿波市議会定例会を招集しましたところ、笠井安之議長、北上

副議長をはじめ議員各位におかれましては、ご出席をいただき誠にありがとうございま

す。また、日頃は市行政全般にわたりまして格別のご支援、ご協力をいただいております

ことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 先ほど全国市議会議長会から表彰の伝達を受けられました三浦三一議員、樫原伸議員並

びに感謝状の伝達を受けられました笠井安之議長、そして四国市議会議長会から表彰の伝

達を受けられました原田定信議員、阿部雅志議員におかれましては、長年のご功績に対し

まして心から敬意を表するとともに、お祝いを申し上げます。今後も、市政発展と市民の

福祉向上にお力添えをいただき、なお一層ご活躍されますことをご祈念申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、市政の重要課題等についてご報告を申し上げます。 

 初めに、阿波市市制２０周年記念事業についてでございます。 

 去る４月２６日、阿波市交流防災拠点施設アエルワにおきまして、阿波市市制２０周年

記念式典を開催いたしました。記念式典には本市の発展にご尽力をいただいた方々をお招

きするとともに、衆議院議員山口俊一様、高橋永様、参議院議員中西祐介様、広田一様、

塩田博昭様、徳島県副知事志田敏郎様、県下７市の市長様、近隣の町長様、そして市議会

議長様などの多数のご来賓の皆さんにご臨席を賜り、総勢２３８名の方々にご参加をいた
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だき、盛大に執り行うことができました。２０周年という節目の年を共に祝っていただき

ました全ての皆様に改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

 そして、阿波市表彰の贈呈では、功労表彰として、本市の自治行政の振興、発展にご貢

献いただきました元阿波市長野崎國勝様、前阿波市長藤井正助様、元市議会議員吉田正

様、出口治男様、岩本雅雄様、香西和好様、松永渉様、森本節弘様の８名の方々に、続い

て善行表彰として、地方自治の振興にご貢献いただきました北野三藏様、松永茂子様のお

二人に、次に感謝状として、阿波市の公益のために多額のご寄附をいただきました株式会

社西渕スレート工業所代表取締役西渕正和様、合同会社土成エアコンサービス代表者浅尾

健三様、浅尾喜代美様、小泉二郎様、澤田晶夫様に対し、授与させていただきました。表

彰を受けられた皆さん方には敬意を表するものでございます。今後におきましても健康に

ご留意され、なお一層市政発展のため、お力添えとご指導を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 また、記念式典に続き開催しました記念講演会では、元衆議院議員の杉村太蔵氏をお招

きし、「地域の力を信じて誇り、課題、そして未来へ」と題した講演を開催し、式典参加

者のほか、市内外から多くの方々にご来場をいただきました。杉村さんはユーモアたっぷ

りに自らの経験談を語り、最後に地域ですてきなリーダーを育ててくださいと熱く語ら

れ、大変楽しい記念講演会となりました。 

 さらに、この節目となる今年度におきましては、今回の記念式典を皮切りに、橋下徹氏

の講演会やかんぽ生命、ＮＨＫ巡回ラジオ体操など各種記念事業を精力的に展開し、市民

の皆様の阿波市への愛着心を高めるとともに、本市の魅力を市内外に広く発信し、認知度

や好感度の向上に力を傾注してまいります。 

 そして、市制２０周年を機に、阿波市のまちづくりも第２ステージに入りました。ここ

からは、行政運営の新たな指針となる第３次阿波市総合計画に掲げた１０年後の将来像、

「みんなでつくる 未来に誇れる やすらぎのまち 阿波市」を目指して飛躍していく期

間であると考えております。そのためには、多方面から解決の糸口を見いだしていかなけ

ればならない課題が山積しております。人と人、地域と地域とのつながりの再生、人口減

少時代にあっても行政サービスの質を低下させることなく、多様化する市民の皆さんの行

政へのニーズに対応し、阿波市で暮らしてよかったと思えるまちづくり、阿波市を次の世

代へつないでいけるまちづくり、そして何よりも重要である市民が主役のまちづくりを進

めてまいります。 
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 次に、本市、板野町、上板町の１市２町で進めております新ごみ処理施設整備事業につ

いてでございます。 

 新ごみ処理施設建設に伴う阿波町での地元説明会を２月１８日から３月３０日の間に開

催し、周辺７自治会の住民の皆様１２５名の方にご出席をいただき、新ごみ処理施設完成

予想図や処理方式の変更について説明をさせていただきました。また、現在稼働中の中央

広域環境センターでのごみ処理に伴う説明会を５月２４日に土成町で、５月２５日に吉野

町で開催し、周辺住民の皆様４２名の方にご出席をいただき、８月から始まる積替保管施

設に関することや周辺対策事業などについて説明をさせていただきました。これからも丁

寧にご説明を申し上げるとともに、現施設の円滑な運営と新ごみ処理施設の早期着工に向

け、全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、順次行政報告を申し上げます。 

 初めに、４月３０日と５月１日の２日間、大阪市の夢洲で開催されております２０２５

年日本国際博覧会大阪・関西万博におきまして、阿波の土柱をはじめとする観光資源、ま

た御所のたらいうどんやフルーツトマトといった特産品など本市の魅力をＰＲしてまいり

ました。国内外から訪れた多くの観光客に豊かな自然、歴史、文化、食など本市の魅力を

直接お伝えすることができ、大変有意義な活動となりました。来月には関西広域連合が運

営する関西パビリオンでの活動も予定しており、さらに多くの方に阿波市を訪れていただ

けるよう取り組んでまいります。 

 次に、４月２４日、西日本高速道路株式会社四国支社様と共に令和元年１２月より徳島

自動車道において事業を進めておりますスマートインターチェンジの名称が阿波市場スマ

ートインターチェンジに決定されました。本名称は、本市などで構成する（仮称）阿波ス

マートインターチェンジ地区協議会等において、スマートインターチェンジの利用者に対

して、ＥＴＣ専用のインターチェンジであることが明確に判断できること、また阿波市の

阿波に、所在の地である市場町の市場の地名を用いたものであり、所在を明確に示してい

ることなどから決定され、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により発表され

たものでございます。今回の名称決定を受けて、市民の皆様にとってスマートインターチ

ェンジがより身近に、より親しみを持ってご利用していただけると考えておりますので、

引き続き事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 次に、今後３０年以内において８割程度の高い確率で発生するとされております南海ト

ラフ巨大地震などの大規模災害に備えるため、防災に関する知識や技術を身につけること
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を目的に、本市では、昨年度に全ての小学校区において小学校区自主防災組織連合会が組

織されたところであり、防災訓練を通じて、地域防災の要である自助、共助の育成に尽力

しているところであります。 

 先月１８日には林小学校区、昨日１日には八幡小学校区におきまして自主防災組織連合

会防災訓練が開催されました。当日には、主催となる自主防災組織の皆様をはじめ、各小

学校関係者の皆様、阿波吉野川警察署、徳島中央広域連合消防本部、阿波市消防団、阿波

市防災士会の皆さんが中心となり、各小学校区の地域住民の方々、また児童や保護者の方

など多くの方が参加され、倒壊家屋からの救出、脱出、応急担架による搬送訓練や炊き出

しなど様々な訓練に取り組まれました。今後も引き続き、防災・減災に関するあらゆる啓

発を継続し、自主防災組織の醸成を促すとともにさらなる地域防災力の向上に努めてまい

ります。 

 次に、４月８日、春の全国交通安全運動の一環として阿波吉野川警察署阿波交番におき

まして、阿波市交通安全協会をはじめ、関係機関の皆さんと市場かもめこども園の園児を

中心に快適ドライブ県道鳴門池田キャンペーンを実施しました。このようなキャンペーン

を通じて、市民の皆様一人一人の交通安全の意識を高めるとともに、交通ルールの遵守や

正しい交通マナーの実践に取り組めるよう関係機関と連携し、啓発活動を推進してまいり

ます。 

 次に、先月３１日、アエルワにおきまして、戦没者追悼式を開催いたしました。 

 戦没者の御霊に対し、謹んで哀悼の誠をささげるとともに、ご冥福を心よりお祈り申し

上げます。 

 次に、国等に対する要望活動等について報告させていただきます。 

 初めに、先月２１日、第１５８回四国市長会議が香川県琴平町で開催され、国への要望

事項として、全国市長会議に提出する議案１０件を取りまとめました。本市から提案をい

たしました地方行財政基盤の充実強化について、教育行政の充実強化について、社会資本

の整備促進について、水道事業の充実強化について、防災・減災対策の充実強化について

の５件につきましては、採択をされたところであります。この要望事項については、来る

６月４日に私も出席予定の全国市長会議において審議された後、重点提言として取りまと

められ、決議と併せて国会議員や関係府省等に要請する予定でございます。 

 次に、先月２６日、知事・市町村長会議が開催され、従来のフリーディスカッションに

加え、地域の観光資源や特産品を生かしたブランディングの推進という共通テーマでの議
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論が行われました。 

 最後に、先月２９日、東京の砂防会館において、全国治水砂防協会通常総会に徳島県支

部長として参加いたしました。総会では、気候変動による頻発化、激甚化が懸念される土

砂災害から人命を守り、安心して暮らせる地域づくりを推進するため、砂防関係事業の拡

充、促進についての活動や、砂防に関する調査研究の実施などが盛り込まれた令和７年度

の事業計画を採択いたしました。国等への要望活動、政策提言につきましては、本市の防

災体制の強化や、重要施策の推進に欠かせないものとなっていることから、今後におきま

しても機会あるごとに積極的に行ってまいりたいと考えております。 

 以上、ご報告を申し上げ、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第３９号 令和７年度阿波市一般会計補正予算（第２号）について 

  日程第 ５ 議案第４０号 令和７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

               について 

  日程第 ６ 議案第４１号 阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

               について 

  日程第 ７ 議案第４２号 阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につい 

               て 

  日程第 ８ 議案第４３号 吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例の一部 

               改正について 

  日程第 ９ 議案第４４号 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する 

               条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第４５号 阿波市国土利用計画審議会条例の一部改正について 

  日程第１１ 議案第４６号 訴えの提起について 

  日程第１２ 議案第４７号 徳島県市町村総合事務組合規約の変更について 

  日程第１３ 議案第４８号 中央広域環境施設組合からの吉野川市の脱退に伴う財産 

               処分について 

  日程第１４ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度阿波 

               市一般会計補正予算（第１２号）について） 

  日程第１５ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度阿波 

               市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について） 



- 14 - 

  日程第１６ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度阿波 

               市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい 

               て） 

  日程第１７ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度阿波 

               市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

               について） 

  日程第１８ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度阿波 

               市介護保険特別会計補正予算（第４号）について） 

  日程第１９ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市税条例の 

               一部改正について） 

  日程第２０ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市国民健康 

               保険税条例の一部改正について） 

  日程第２１ 報告第 ２号 令和６年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書につい 

               て 

  日程第２２ 報告第 ３号 令和６年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書について 

  日程第２３ 報告第 ４号 令和６年度阿波市農業集落排水事業会計予算繰越計算書 

               について 

○議長（笠井安之君） 日程第４、議案第３９号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第

２号）についてから日程第２３、報告第４号令和６年度阿波市農業集落排水事業会計予算

繰越計算書についてまでの計２０件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 本日提案させていただいております令和７年第２回阿波市議会定

例会への提出議案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今定例会におきましては、予算案件２件、条例案件５件、その他案件３件、専決処分７

件、報告案件３件の計２０件について審議をお願いするものでございます。 

 最初に、議案第３９号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第２号）につきましては、

追加補正予算額５億５，１４０万円でございます。 

 予算計上しております主な事業といたしましては、物価高騰による市民の負担を緩和す

るため、令和６年度に実施しました定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じた
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方などに対し、定額減税補足給付金を支給する事業や国、県から交付決定の内示をいただ

いた事業などを予算計上しております。 

 次に、議案第４０号令和７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、追加補正予算額１７０万円で、介護保険法改正に伴うシステム改修費用を予算計上

しております。 

 次に、議案第４１号阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について及

び議案第４２号阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、国の法

令等の改正に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４３号吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例の一部改正につき

ましては、吉野地域福祉センターに隣接するゲートボール場への進入路を確保するために

分筆をしたことから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４４号阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部

改正につきましては、ひとり親家庭等の医療費助成制度の助成対象を拡充するため、条例

の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４５号阿波市国土利用計画審議会条例の一部改正につきましては、組織再

編に伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４６号訴えの提起につきましては、損害賠償請求事件に伴い、議会の議決

をお願いするものでございます。 

 次に、議案第４７号徳島県市町村総合事務組合規約の変更につきましては、地方自治法

第２８６条第１項及び第２９０条の規定により、議会の議決をお願いするものでございま

す。 

 次に、議案第４８号中央広域環境施設組合からの吉野川市の脱退に伴う財産処分につき

ましては、地方自治法第２８９条及び第２９０条の規定により、議会の議決をお願いする

ものでございます。 

 次に、承認第１号から承認第７号までの７件につきましては、地方自治法第１７９条の

規定により専決処分を行ったもので、その内容につきましては予算案件が５件、条例案件

２件で、それぞれこれを報告し、承認をお願いするものでございます。 

 まず、承認第１号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第１２号）につきましては、追

加補正予算額３，０３０万円でございます。 

 次に、承認第２号令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきま
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しては、減額補正予算額１億５，８５０万円でございます。 

 次に、承認第３号令和６年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、減額補正予算額５１０万円でございます。 

 次に、承認第４号令和６年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、減額補正予算額１２１万８，０００円でございます。 

 次に、承認第５号令和６年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第４号）につきまして

は、減額補正予算額６，４００万円でございます。 

 次に、承認第６号阿波市税条例の一部改正につきましては、地方税法等の一部を改正す

る法律が公布されたことに伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、承認第７号阿波市国民健康保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険法

施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、条例の一部改正を行うものでござ

います。 

 次に、報告第２号令和６年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、繰

越事業１７事業で、繰越額合計は７億２，３２８万２，０００円となっております。 

 主な事業といたしましては、物価高騰対策臨時給付金事業１億７，８４８万円、スマー

トインターチェンジ整備事業１億９，９２０万円でございます。 

 次に、報告第３号令和６年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書につきましては、老朽

管布設替等事業など繰越事業は３事業で、繰越額合計は５億４４１万４，０００円となっ

ております。 

 次に、報告第４号令和６年度阿波市農業集落排水事業会計予算繰越計算書につきまして

は、一条西地区浄化センターポンプ更新事業の１事業で、繰越額合計は４４４万円となっ

ております。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまし

ては、この後、理事等から説明をさせていただきますので、十分ご審議の上、ご賛同いた

だきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、今議会に提出をさせていただいております議案第３９

号について補足説明をさせていただきます。 
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 議案第３９号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第２号）。 

 令和７年度阿波市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億５，１４０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０９億１，１３０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方債の変更は第２表詳細補正による。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 この補正予算（第２号）につきましては、国の経済対策に基づき、令和６年度に実施し

た定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じた方などに対し、給付金を支給する

事業や当初予算成立後の事情変更によるもの、国、県から交付決定の内示をいただいた事

業などを予算計上いたしております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正につきましては、土木債の道路橋りょう債や河川債及び教育債の学校

教育施設等整備事業債の限度額の変更でございます。補正後の限度額総額は１０億６，６

４０万円でございます。 

 それでは、歳入歳出予算について説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入予算といたしまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １５款２項国庫補助金３億２５８万８，０００円につきましては、主に物価高騰対応重

点支援地方創生臨時交付金でございます。 

 次に、１６款２項県補助金３，１６１万５，０００円につきましては、主にとくしま農

山漁村未来投資事業補助金でございます。 

 次に、１９款１項基金繰入金５，０７９万９，０００円につきましては、財政調整基金

を繰り入れるものでございます。 

 次に、２２款１項市債１億６，５４０万円につきましては、主に公共施設等整備事業債

や緊急自然災害防止対策事業債でございます。 

 次に、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費２億６５３万１，０００円につきましては、令和６年度に実施した

定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じた方などへ給付を行う定額減税補足給
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付金給付事業でございます。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ６款１項農業費３，１６１万５，０００円につきましては、主に農業用施設の整備な

ど、農業者等が経営規模の拡大や経営転換に取り組む事業を支援するとくしま農山漁村未

来投資事業でございます。 

 次に、８款２項道路橋りょう費２億６，０５０万円につきましては、国の内示による地

方道整備事業費でございます。 

 次に、８款３項河川費４，５００万円につきましては、河川の護岸改良工事に係る河川

改良費でございます。 

 最後に、２１ページをお願いいたします。 

 この調書は、４ページの地方債補正の変更に基づき調整をしたもので、表の右下、当該

年度末現在高見込額の合計額は１６０億３，１２９万１，０００円でございます。 

 以上、議案第３９号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 大倉健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大倉洋二君） 続きまして、議案第４０号令和７年度阿波市介護保険特

別会計補正予算（第１号）について補足説明をさせていただきます。 

 令和７年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億７，２７０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第１号）につきましては、介護保険法の改正に伴い、情報システムの

改修経費を追加するものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算についてご説明いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳入予算といたしまして、左側のページ、上から３行目の３款国庫支出金、２項５目介

護保険事業費国庫補助金が補正額８５万円の追加、続いて中段の８款繰入金、１項４目そ
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の他一般会計繰入金が補正額８５万円の追加でございます。 

 次に、歳出予算について説明させていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項１目一般管理費、補正額１７０万円の追加につきましては、介護保険

システムの改修経費でございます。 

 以上、議案第４０号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、議案第４１号及び議案第４２号について補足説明をさ

せていただきます。 

 初めに、議案第４１号阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

て。 

 阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、人事院規則１０－１１、育児又は介護を行う職員の早出遅出

勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等の一部改正に伴い、条例の一部

を改正するものです。 

 主な改正内容でございますが、仕事と育児の両立支援制度の利用に関して、職員への意

向確認等を義務化するものです。 

 確認事項としましては、両立支援制度の周知や制度利用、働き方の意向確認で、対象職

員は妊娠、出産等についての申出をした職員及び３歳に満たない子を養育する職員でござ

います。 

 施行日は令和７年１０月１日でございます。 

 次に、議案第４２号阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、条

例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容でございますが、部分休業制度が拡充されるもので、現行では１日につき
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２時間の範囲内で取得可能との規定から、改正後は、１日につき２時間を超えない範囲内

又は１年につき条例で定める時間の範囲内で取得可能となるものです。 

 施行日は令和７年１０月１日でございます。 

 以上、議案第４１号及び議案第４２号についての補足説明とさせていただきます。ご審

議の上、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 大倉健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大倉洋二君） 続きまして、議案第４３号及び議案第４４号について一

括して補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第４３号吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて。 

 吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、吉野地域福祉センターに隣接するゲートボール場への進入路

を確保するために分筆をしたことから、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容につきましては、第２条に定める位置を変更するものでございます。 

 施行日は公布の日といたしております。 

 次に、議案第４４号阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部

改正について。 

 阿波市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、ひとり親家庭等の医療費助成制度の助成対象を拡充するた

め、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容につきましては、ひとり親家庭等の父母の医療費助成対象は入院に限られてい

ましたが、通院を追加するものでございます。 

 施行日は令和７年１０月１日でございます。 

 以上、議案第４３号及び議案第４４号の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛

同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 森友建設部長。 
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○建設部長（森友邦明君） 続きまして、議案第４５号及び議案第４６号について一括し

て補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第４５号阿波市国土利用計画審議会条例の一部改正について。 

 阿波市国土利用計画審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、阿波市国土利用計画審議会条例の一部改正につきまし

て、組織編成に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容につきましては、第６条中、建設部建設課を建設部維持管理課に改めるもので

ございます。 

 施行日は公布の日でございます。 

 次に、議案第４６号訴えの提起について。 

 次のとおり訴えを提起したいので、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議

会の議決を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 この議案につきましては、令和６年７月２９日、阿波市阿波町東長峰１３５番地２、市

営住宅長峰団地において、１０号に入居中だった被告が同団地、同室に火をつけ、同室及

び同団地９号、同団地１１号を損壊及び一部を損壊させたもので、民法第７０９条に基づ

き、本市に生じた一切の損害金及び不法行為から、支払い日までの遅延損害金を請求しま

したが、応じないため、支払いを求める訴えを提起するものでございます。 

 当事者は、原告を阿波市、被告を阿波市阿波町東長峰１３５番地２、市営住宅長峰団地

１０号、蜂須賀洋一。 

 事件名は、損害賠償請求事件。 

 請求の趣旨といたしましては、原告は被告に対し、金１，４２５万３，３７５円及びこ

れに対する令和６年７月２９日から支払い済みまで、年３分の割合による遅延損害金の支

払いを求めるものでございます。なお、訴訟費用につきましても被告に負担を求めるもの

でございます。 

 訴えの対象物件は、市営住宅長峰団地９号、１０号、１１号で、訴訟の方針としまして

は、弁護士を訴訟代理人と定め、第一審判決の結果、必要がある場合は上訴するものと

し、被告が上訴した場合は、または反訴した場合は応訴するものでございます。 

 以上、議案第４５号及び議案第４６号についての補足説明とさせていただきます。ご審
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議の上、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、議案第４７号について補足説明をさせていただきま

す。 

 議案第４７号徳島県市町村総合事務組合規約の変更について。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、徳島県市町村総合事務組合規約の変更に関

して、次のとおり関係地方公共団体と協議するため、同法第２９０条の規定により議会の

議決を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 徳島県市町村総合事務組合規約の変更につきましては、松茂町ほか二町競艇事業組合か

ら同組合に対し、令和７年４月１日をもって名称を変更する届出があったことから、徳島

県市町村総合事務組合規約の一部を改正するもので、この改正に伴い、地方自治法第２９

０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 改正内容につきましては、別表第１及び別表第２、第３条第１１号に関する事務の項

中、松茂町ほか二町競艇事業組合を松茂町ほか二町ボートレース事業組合に改めるもので

す。 

 施行日は徳島県知事の許可のあった日から施行し、令和７年４月１日から適用いたしま

す。 

 以上、議案第４７号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同をいただき

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 稲井市民部長。 

○市民部長（稲井誠司君） それでは、議案第４８号について補足説明をさせていただき

ます。 

 議案第４８号中央広域環境施設組合からの吉野川市の脱退に伴う財産処分について。 

 地方自治法第２８９条の規定により、中央広域環境施設組合からの吉野川市の脱退に伴

う財産処分を別紙のとおり関係市町の協議の上定めることについて、同法第２９０条の規

定により議会の議決を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 この議案につきましては、令和７年７月３１日をもって中央広域環境施設組合から吉野

川市が脱退することに伴う財産処分につきまして、地方自治法第２９０条の規定により議
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会の議決を求めるものでございます。 

 主な協議内容といたしましては、１点目に、備品、土地、建物は組合に帰属させるもの

とするものでございますが、土地につきましては、売却または貸付け等により利益が生じ

た場合には案分により分配するものでございます。２点目に、閉路、準備作業及び解体工

事に係る債務負担は、２市２町において均等割及びごみ量割により負担するものでござい

ます。 

 以上、議案第４８号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、承認第１号について補足説明をさせていただきます。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度阿波市一般会計補正予算（第１

２号）を別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第１号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第１２号）。 

 令和６年度阿波市の一般会計補正予算（第１２号）は次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０３０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１９億２，７１０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、繰越明許費の追加及び変更は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 令和７年３月３１日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算（第１２号）につきましては、歳入面では地方交付税や国県支出金など

の確定に伴う補正を行い、歳出面では事業費確定の見込みがついたことから、不用額につ

いての減額補正と財政調整基金等へ積立てを行うなど、令和６年度決算を見越した予算の

最終調整を講じたものでございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 
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 第２表繰越明許費補正につきましては、文化財整備事業を追加し、物価高騰対策臨時給

付金事業など１０事業について変更をお願いするものでございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 第３表地方債補正の変更でございます。 

 民生債などの限度額の変更で、補正後の限度額総額は１２億１，６２０万円でございま

す。 

 それでは、歳入歳出予算について説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入予算といたしまして、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 １款２項固定資産税９，８００万円の追加につきましては、収入額の実績見込みによる

ものでございます。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ７款１項地方消費税交付金１億４，００９万円の追加につきましては、交付金が確定し

たことによるものでございます。 

 次に、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 １１款１項地方交付税５億５，４８３万４，０００円の追加につきましては、特別交付

税が確定したことによるものでございます。 

 次に、２２ページ、２３ページをお願いいたします。 

 １５款２項国庫補助金６，３２５万４，０００円の減額につきましては、主に物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金の減額によるものでございます。 

 次に、２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

 １９款１項基金繰入金７億６，９１７万円の減額につきましては、主に財政調整基金の

繰入れを取りやめたものでございます。 

 次に、３２ページ、３３ページをお願いいたします。 

 ２２款１項市債５，９１０万円の減額につきましては、主に一条放課後児童クラブ新築

工事などの合併特例債や箸供養団地Ｂ棟屋上防水外壁長寿命化工事などの公営住宅整備事

業債でございます。 

 次に、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 ３６ページ、３７ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費４，６３９万１，０００円の減額につきましては、主に定額減税補

足給付金給付事業や庁舎、アエルワなど光熱水費の実績見込みによるものでございます。 



- 25 - 

 次に、４０ページ、４１ページをお願いいたします。 

 ３款２項老人福祉費７，４２３万７，０００円の減額につきましては、主に介護保険特

別会計への繰出金や老人保護措置費の実績見込みによるものでございます。 

 次に、４２ページ、４３ページをお願いいたします。 

 ３款３項児童福祉費５，９１１万円の減額につきましては、主に児童手当費や一条放課

後児童クラブ新築工事に係る放課後健全育成事業費の実績見込みによるものでございま

す。 

 次に、４４ページ、４５ページをお願いいたします。 

 ４款１項保健衛生費４，３０７万１，０００円の減額につきましては、主に新型コロナ

定期接種などに係る予防費の実績見込みによるものでございます。 

 次に、４６ページ、４７ページをお願いいたします。 

 ６款１項農業費３，１３２万４，０００円の減額につきましては、主に農業人材力強化

総合支援事業費の実績見込みによるものでございます。 

 次に、６２ページ、６３ページをお願いいたします。 

 １３款２項基金費４億５，４９１万７，０００円の追加につきましては、財政調整基金

や情報システム、施設整備基金等の積立てをお願いするものでございます。 

 最後に、６７ページをお願いいたします。 

 この調書は、７ページの地方債補正の変更に基づき調整したもので、表の右下、当該年

度末現在高見込額の合計額は１７０億４，７２９万円でございます。 

 以上、承認第１号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 稲井市民部長。 

○市民部長（稲井誠司君） 続きまして、承認第２号から承認第４号につきまして一括し

て補足説明をさせていただきます。 

 初めに、承認第２号をお願いします。 

 承認第２号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補

正予算（第４号）を別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 
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 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第２号令和６年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億５，８５０万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億２，３７９万５，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年３月３１日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算（第４号）につきましては、年度末に至り、歳入面では県支出金の交付

額の確定等に伴う補正を行い、歳出面では実績見込額により、給付費等の不用額を減額し

たものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについてご説明いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳入予算の主なものといたしまして、左側のページ、上から２行目、１款１項国民健康

保険税補正額２，６５０万円の減額につきましては、加入世帯数の減少などによるもので

ございます。 

 続いて、下から２行目、４款１項県負担金・補助金補正額１億２，８０１万７，０００

円の減額につきましては、療養給付費等、実績見込みによるものでございます。 

 次に、歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 １６、１７ページをお願いいたします。 

 左側のページ、１行目、２款保険給付費補正額１億５，０００万円の減額につきまして

は、一般被保険者の療養給付費及び高額療養費の実績見込みによるものでございます。 

 承認第２号につきましては以上でございます。 

 続きまして、承認第３号をお願いいたします。 

 承認第３号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度阿波市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 
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 専決第３号令和６年度阿波市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５１０万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２，３６５万６，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年３月３１日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算（第２号）につきましては、年度末に至り、歳入歳出いずれも実績見込

額により、納付金に係る不用額等を調整するものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについてご説明いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳入予算の主なものといたしまして、左側のページ、上から２行目、１款１項後期高齢

者医療保険料補正額１，５２０万９，０００円の減額につきましては、後期高齢者医療広

域連合への納付金の実績見込みにより特別徴収保険料を減額するものでございます。 

 続いて、中段の５款１項繰越金補正額１，４８１万４，０００円の追加につきまして

は、前年度繰越金でございます。 

 次に、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 左側のページ、上から２行目、２款１項後期高齢者医療広域連合納付金補正額５１０万

円の減額につきましては、保険料等、実績見込みによるものでございます。 

 承認第３号につきましては以上でございます。 

 続きまして、承認第４号をお願いいたします。 

 承認第４号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度阿波市住宅新築資金等貸付事業

特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第４号令和６年度の阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。 
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 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２１万８，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１万６，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年３月３１日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算（第１号）につきましては、年度末に至り、歳入歳出いずれも実績見込

額により、償還事務費に係る不用額等を調整するものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳入予算の主なものといたしまして、左側のページ、上から２行目、１款１項県補助金

補正額１２６万円の減額につきましては、償還事務費の実績見込みにより特定助成事業補

助金を減額するものでございます。 

 続いて、中段の４款１項繰越金補正額１６万円の追加につきましては、前年度繰越金で

ございます。 

 次に、歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 左側のページ、上から２行目、１款１項償還事務費補正額１４４万８，０００円の減額

につきましては、実績見込みにより償還に係る弁護士業務委託料を減額するものでござい

ます。 

 以上、承認第２号から承認第４号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 大倉健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大倉洋二君） 続きまして、承認第５号について補足説明をさせていた

だきます。 

 承認第５号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度阿波市介護保険特別会計補正予

算（第４号）を別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 
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 専決第５号令和６年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，４００万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億９，０８０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和７年３月３１日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算（第４号）につきましては、年度末に至り、歳入では国庫支出金や支払

基金交付金等の交付額の確定に伴う調整を行い、歳出では実績見込額等により、人件費や

給付費等の不用額を減額したものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについてご説明いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いします。 

 歳入予算の主なものといたしまして、左側のページ、中段の３款国庫支出金、１項１目

介護給付費負担金が補正額５２６万３，０００円の減額、続いて一番下の行の４款支払基

金交付金、１項１目介護給付費交付金が補正額１，２７１万１，０００円の減額で、いず

れも現年度分介護給付費の確定によるものでございます。 

 １２、１３ページをお願いします。 

 中段の８款繰入金、１項１目介護給付費繰入金補正額９５０万２，０００円の減額につ

きましても、現年度分介護給付費の確定によるものでございます。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 一番上の行、８款１項５目低所得者保険料軽減繰入金が補正額１，７５８万３，０００

円の減額で、軽減される保険料の減少によるものでございます。 

 次に、歳出予算の主なものについて説明させていただきます。 

 １６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 左側のページ、上から３行目の１款総務費、１項１目一般管理費が補正額５５５万１，

０００円の減額で、主に介護保険システム改修委託料の不用額によるものでございます。 

 続いて、左側のページ、中段から下の２款保険給付費、１項介護サービス等諸費が補正

額３，８２０万円の減額で、主な要因といたしまして、１目居宅介護サービス給付費１，

２００万円の減額、３目地域密着型介護サービス給付費１，１００万円の減額、５目施設

介護サービス給付費１，３００万円の減額などによるもので、いずれも実績見込みにより
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減額するものでございます。 

 以上、承認第５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

（２番 樫原浩二君 退場 午前１１時２４分） 

○議長（笠井安之君） 稲井市民部長。 

○市民部長（稲井誠司君） それでは、承認第６号及び承認第７号について補足説明をさ

せていただきます。 

 初めに、承認第６号をお願いいたします。 

 承認第６号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、阿波市税条例の一部を改正する条例を次の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 本条例の改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴

い、条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容といたしましては、個人住民税における特定親族特別控除の創設や軽自動

車税種別割の標準税率の区分の見直しなど、所要の改正を行うものでございます。 

 施行日につきましては令和７年４月１日でございます。 

 続いて、承認第７号をお願いいたします。 

 承認第７号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、阿波市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求

める。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 本条例の改正につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され

たことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容といたしましては、１点目として、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限

度額を６５万円から６６万円に改め、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２４

万円から２６万円に改めるものでございます。２点目として、低所得世帯に対する軽減措

置として、５割軽減の対象となる世帯につきましては軽減判定所得を２９万５，０００円

から３０万５，０００円に改め、２割軽減対象となる世帯につきましては軽減判定所得を
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５４万５，０００円から５６万円に改めるものでございます。 

 施行日につきましては令和７年４月１日でございます。 

 以上、承認第６号及び承認第７号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。 

（２番 樫原浩二君 入場 午前１１時２７分） 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、報告第２号について補足説明をさせていただきます。 

 報告第２号令和６年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書について。 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 次のページの計算書をご覧ください。 

 令和６年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、繰越事業１７事業

で、翌年度繰越額の合計額は７億２，３２８万２，０００円でございます。 

 財源の内訳につきましては、国県支出金２億３，７４８万７，０００円、地方債３億

４，６７０万円、一般財源１億３，９０９万５，０００円でございます。 

 主な事業内容といたしましては、物価高騰対策臨時給付金事業やスマートＩＣ整備事業

でございます。地域インフラの整備や住民福祉を充実させ、市民生活の向上を図るため、

これら事業の早期竣工に努めてまいります。 

 以上、報告第２号の補足説明とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 吉岡水道部長。 

○水道部長（吉岡 宏君） それでは、報告第３号及び報告第４号について補足説明をさ

せていただきます。 

 初めに、報告第３号令和６年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書について。 

 地方公営企業法第２６条第３項の規定により、次のとおり報告する。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 右のページの計算書をご覧ください。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額につきましては、繰越

事業３事業で、翌年度繰越額の合計は５億４４１万４，０００円でございます。 

 財源の内訳につきましては、出資金９，３７０万円、企業債２億２，５００万円、当年

度損益勘定留保資金１億８，５７１万４，０００円でございます。 
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 主な事業といたしましては、事業名の２行目、基本計画に基づく事業・老朽管布設替等

事業（工事請負費）、予算計上額９億２，２３１万１，０００円のうち、支払い義務発生

額を除いた４億８，６８０万６，０００円を繰り越すものでございます。 

 次に、３行目、ポンプ更新事業、予算計上額２，０００万円のうち支払い義務発生額を

除いた１，４８０万８，０００円を繰り越すものでございます。 

 安全で強靱な水道の構築を図るため、水道事業の早期竣工に努めてまいります。 

 次に、報告第４号令和６年度阿波市農業集落排水事業会計予算繰越計算書について。 

 地方公営企業法第２６条第３項の規定により、次のとおり報告する。 

 令和７年６月２日提出、阿波市長。 

 右のページの計算書をご覧ください。 

 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額につきましては、ポン

プ更新事業で、翌年度繰越額は４４４万円でございます。 

 財源につきましては、当年度損益勘定留保資金４４４万円でございます。 

 繰越理由につきましては、機器類が受注生産であり、年度内の調達が困難なため繰越し

を行うものでございます。 

 以上、報告第３号及び報告第４号の補足説明とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 以上で補足説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は６月１２日の午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午前１１時３２分 散会 


